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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

一 指 定 通 所 支 援 （ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号

。
一 指 定 通 所 支 援 （ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号

。
以 下 「 法 」 と い う

。

） 第 二 十 一 条 の 五 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 以 下 「 法 」 と い う

。

） 第 二 十 一 条 の 五 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 指 定

通 所 支 援 を い う

。

以 下 同 じ

。

） 及 び 基 準 該 当 通 所 支 援 （ 法 第 二 十 通 所 支 援 を い う

。

以 下 同 じ

。

） 及 び 基 準 該 当 通 所 支 援 （ 法 第 二 十

一 条 の 五 の 四 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 基 準 該 当 通 所 支 援 を い う

。
一 条 の 五 の 四 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 基 準 該 当 通 所 支 援 を い う

。
以 下 同 じ

。

） に 要 す る 費 用 の 額 は 別 表 障 害 児 通 所 給 付 費 等 単 位 以 下 同 じ

。

） に 要 す る 費 用 の 額 は 別 表 障 害 児 通 所 給 付 費 単 位 数、 、

数 表 第 １ （ １ の 注 ７ を 除 く

。

） 第 ３ 第 ４ 及 び 第 ５ に よ り 算 定 表 第 １ （ １ の 注 ７ を 除 く

。

） 第 ３ 第 ４ 及 び 第 ５ に よ り 算 定 す、 、 、 、

す る 単 位 数 に 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 一 単 位 の 単 価 を 乗 じ て 得 る 単 位 数 に 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 一 単 位 の 単 価 を 乗 じ て 得 た

た 額 に 同 表 第 １ （ １ の 注 ７ に 限 る

。

） に よ り 算 定 す る 単 位 数 に 額 に 同 表 第 １ （ １ の 注 ７ に 限 る

。
） に よ り 算 定 す る 単 位 数 に 十、 、

十 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 え た 額 又 は 同 表 第 ２ に よ り 算 定 す る 単 位 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 え た 額 又 は 同 表 第 ２ に よ り 算 定 す る 単 位 数

数 に 十 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 算 定 す る も の と す る

。

に 十 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 算 定 す る も の と す る

。

二 （ 略 ） 二 （ 略 ）

別表 別表

障害児通所給付費等単位数表 障害児通所給付費等単位数表

第１ 児童発達支援 第１ 児童発達支援

１ 児童発達支援給付費（１日につき） １ 児童発達支援給付費（１日につき）

イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達 イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達

支援を行う場合（ロ又はハに該当する場合を除く。） 支援を行う場合（ロ又はハに該当する場合を除く。）

⑴ 医療的ケア区分３（次の表（以下「スコア表」という。 （新設）

）の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする

状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコ

ア及び見守りスコアを合算し、32点以上である障害児につ

いて算定する場合に限る。以下同じ。）

㈠ 利用定員が30人以下の場合 3,086単位 ⑴ 利用定員が30人以下の場合 1,085単位

㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 3,005単位 ⑵ 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,004単位

㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 2,930単位 ⑶ 利用定員が41人以上50人以下の場合 929単位

㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 2,859単位 ⑷ 利用定員が51人以上60人以下の場合 858単位
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。

⑵ （略） ⑵ （略）

７ （略） ８ （略）

８ 特別支援加算 54単位 ９ 特別支援加算 54単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして

都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型 都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型

児童発達支援事業所において、別に厚生労働大臣が定める基 児童発達支援事業所において、別に厚生労働大臣が定める基

準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行 準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行

った場合に、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達 った場合に、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達

支援を受けた障害児１人に対し、１日につき所定単位数を加 支援を受けた障害児１人に対し、１日につき所定単位数を加

算する。ただし、１の注８のイの⑴、ロの⑴、ハの⑴、ニの 算する。ただし、１の注８のイの⑴、ロの⑴、ハの⑴、ニの

⑴若しくはホの⑴若しくは注９のイの⑴、ロの⑴、ハの⑴、 ⑴若しくはホの⑴若しくは注９のイを算定している場合又は

ニの⑴若しくはホの⑴を算定している場合又は１の注11のイ １の注11のイ若しくはロを算定していない場合は、加算しな

若しくはロを算定していない場合は、加算しない。 い。

８の２ （略） ９の２ （略）

９ 個別サポート加算 （新設）

イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位

ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位

注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合

する心身の状態にある児童に対し、指定児童発達支援事

業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、

１日につき所定単位数を加算する。ただし、１のハ又は

ホを算定している場合は、加算しない。

２ ロについては、要保護児童（法第６条の３第８項に規

定する要保護児童をいう。以下同じ。）又は要支援児童

（同条第５項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。

）であって、その保護者の同意を得て、児童相談所その

他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医

と連携し、指定児童発達支援等を行う必要があるものに

対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発

達支援等を行った場合に、１日につき所定単位数を加算
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する。

10 医療連携体制加算 10 医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位 イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 500単位

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位 ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 250単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位 （新設）

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) （新設）

⑴ 看護を受けた障害児が１人 800単位

⑵ 看護を受けた障害児が２人 500単位

⑶ 看護を受けた障害児が３人以上８人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) （新設）

⑴ 看護を受けた障害児が１人 1,600単位

⑵ 看護を受けた障害児が２人 960単位

⑶ 看護を受けた障害児が３人以上８人以下 800単位

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位 ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 500単位

ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 100単位 ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) 100単位

（削る） ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) 1,000単位

（削る） ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位

注１ イについては、医療機関等との連携により、看護職員（ 注１ イについては、医療機関等との連携により、看護職員（

保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。 保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。

）を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員 ）を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員

が障害児に対して１時間未満の看護を行った場合に、当該 が障害児に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた

看護を受けた障害児に対し、１回の訪問につき８人の障害 障害児に対し、１日につき所定単位数を加算する。ただし

児を限度として、１日につき所定単位数を加算する。ただ 、１のハ、ホ又は注10の看護職員加配加算を算定している

し、１のイの⑴、⑵若しくは⑶、１のロの⑴、⑵若しくは 場合は、算定しない。

⑶、１のハ、１のニの⑴の㈠、㈡若しくは㈢、１のニの⑵

の㈠、㈡若しくは㈢又は１のホを算定している障害児につ

いては、算定しない。

２ ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を ２ ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を

指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障 指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が２

害児に対して１時間以上２時間未満の看護を行った場合に 以上の障害児に対して看護を行った場合に、当該看護を受

、当該看護を受けた障害児に対し、１回の訪問につき８人 けた障害児に対し、１回の訪問につき８名を限度として、
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場合は、算定しない。 場合は、算定しない。

⑴ 指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員 ⑴ 指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員

若しくは保育士（特区法第12条の５第５項に規定する事 若しくは保育士（特区法第12条の５第５項に規定する事

業実施区域内にある指定医療型児童発達支援事業所にあ 業実施区域内にある指定医療型児童発達支援事業所にあ

っては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特 っては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特

別区域限定保育士。７の３において同じ。）又は指定発 別区域限定保育士。８の３において同じ。）又は指定発

達支援医療機関の職員（直接支援業務に従事する保育士 達支援医療機関の職員（直接支援業務に従事する保育士

（特区法第12条の５第５項に規定する事業実施区域内に （特区法第12条の５第５項に規定する事業実施区域内に

ある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該 ある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該

事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士）又は 事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士）又は

指導員であるものに限る。）（⑵において「児童指導員 指導員であるものに限る。）（⑵において「児童指導員

等」という。）として配置されている従業者のうち、常 等」という。）として配置されている従業者のうち、常

勤で配置されているものの割合が100分の75以上である 勤で配置されているものの割合が100分の75以上である

こと。 こと。

⑵ （略） ⑵ （略）

６～７の３ （略） ７～８の３ （略）

８ 個別サポート加算 （新設）

イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位

ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位

注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合

する心身の状態にある児童に対し、指定医療型児童発達

支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医

療型児童発達支援を行った場合に、１日につき所定単位

数を加算する。

２ ロについては、要保護児童又は要支援児童であって、

その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関

又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指

定医療型児童発達支援を行う必要があるものに対し、指

定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関

において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、１

日につき所定単位数を加算する。
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用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が 0に満たない場合は、１月につき８回を限度として、所定単

100分の80に満たない場合は、１月につき８回を限度と 位数を算定する。

して、所定単位数を算定する。

２ ロについては、指定放課後等デイサービス事業所等に （新設）

おいて指定放課後等デイサービス等を利用する就学児が

、指定放課後等デイサービス等を利用した日において、

急病等により、その利用を中断し、利用した指定放課後

等デイサービス等の提供時間が30分以下となった場合に

おいて、放課後等デイサービス事業所等従業者が、当該

就学児の状況、当該就学児に提供した支援内容等を記録

した場合に、所定単位数を算定する。ただし、１の注３

に規定する就学児について、１のイからホまでのいずれ

かを算定している場合は、算定しない。

６ 特別支援加算 54単位 ７ 特別支援加算 54単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして

都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又 都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又

は共生型放課後等デイサービス事業所において、別に厚生労 は共生型放課後等デイサービス事業所において、別に厚生労

働大臣が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又 働大臣が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又

は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、当該指定放 は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、当該指定放

課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを 課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを

受けた就学児１人に対し、１日につき所定単位数を加算する 受けた就学児１人に対し、１日につき所定単位数を加算する

。ただし、１の注７のイの⑴若しくはロの⑴若しくは注８を 。ただし、１の注８のイの⑴若しくはロの⑴若しくは注９の

算定している場合又は１の注10のイ若しくはロを算定してい イを算定している場合又は１の注11のイ若しくはロを算定し

ない場合は、加算しない。 ていない場合は、加算しない。

６の２ （略） ７の２ （略）

７ 個別サポート加算 （新設）

イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位

ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位

注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合

する心身の状態にある就学児に対し、指定放課後等デイ

サービス事業所等において、指定放課後等デイサービス
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等を行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。

ただし、１のハを算定している場合は、加算しない。

２ ロについては、要保護児童又は要支援児童であって、

その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関

又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指

定放課後等デイサービス等を行う必要があるものに対し

、指定放課後等デイサービス事業所等において、指定放

課後等デイサービス等を行った場合に、１日につき所定

単位数を加算する。

８ 医療連携体制加算 ８ 医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位 イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 500単位

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位 ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 250単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位 （新設）

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) （新設）

⑴ 看護を受けた就学児が１人 800単位

⑵ 看護を受けた就学児が２人 500単位

⑶ 看護を受けた就学児が３人以上８人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) （新設）

⑴ 看護を受けた就学児が１人 1,600単位

⑵ 看護を受けた就学児が２人 960単位

⑶ 看護を受けた就学児が３人以上８人以下 800単位

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位 ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 500単位

ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 100単位 ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) 100単位

（削る） ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) 1,000単位

（削る） ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位

注１ イについては、医療機関等との連携により、看護職員を 注１ イについては、医療機関等との連携により、看護職員を

指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護 指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護

職員が就学児に対して１時間未満の看護を行った場合に、 職員が就学児に対して看護を行った場合に、当該看護を受

当該看護を受けた就学児に対し、１回の訪問につき８人の けた就学児に対し、１日につき所定単位数を加算する。た

就学児を限度として、１日につき所定単位数を加算する。 だし、１のハ又は注10の看護職員加配加算を算定している

ただし、１のイの⑴の㈠、㈡若しくは㈢、１のイの⑵の㈠ 場合は、算定しない。


